
※ は、各融資制度に規定はなく、対馬市が独自に承諾解除条件としいているもの。

融資・
資材提供

債権譲渡契約・下
請保護特約の締結

建設業者（元請）
債権譲渡承諾依頼

債権譲渡承諾

下請工事代金の支払

その他の融資

 長崎県建設工業協同組合

 その他の事業協同組合

・工事担保貸付
・共同購買事業　等

融資実行通知・代金請求 元請倒産時に工事代金の一部の支払

工事代金の支払

下請工事代金の支払

下請セーフティネット債務保証事業

売掛債権担保融資保証制度

債権譲渡契約・下
請保護特約の締結

債権譲渡契約・下
請保護特約の締結

元請倒産時に工事代金の一部の支払

下請工事代金の支払

工事代金の支払

融資実行通知・代金請求

債権譲渡承諾

債権譲渡承諾依頼

転貸融資

建設業者（元請）

金融機関

・貸付金額の 90％の部分保証
（保証限度１億円）
・手続代理の約定書締結

手形貸付

信用保証協会

元請倒産時に工事代金の一部の支払

債権譲渡承諾

建設業者（元請）

保証事業会社又は勤退共の預託金制
度の活用による金利低減

預金協力

中小企業金融公庫

保険契約
（補填率 80%）

金融機関

債権譲渡承諾依頼

工事請負代金債権譲渡のスキーム概略図

・借入等申込
・工事請負代金債権の譲渡

・借入申込
・工事請負代金債権の譲渡

・借入申込
・工事請負代金債権の譲渡

融資実行通知・代金請求

工事代金の支払

振興基金による債務保証

長崎県建設工業協同組合
対馬建設業協同組合
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